
様式（１）-①

都市再生整備計画

都市
と し

拠点
き ょ て ん

周辺
し ゅ う へ ん

地区

愛知県　東海
と う か い

市

（当初）平成３０年３月
（第１回変更）令和元年９月
（第２回変更）令和２年１０月
（第３回変更）令和４年３月

事業名 確認
都市構造再編集中支援事業
都市再生整備計画事業
まちなかウォーカブル推進事業



目標及び計画期間 様式（１）-②

市町村名 地区名 面積 76.5 ha

平成 30 年度　～ 令和 3 年度 平成 30 年度　～ 令和 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

人/ha H29 R3

歳 H27 R3

回 H28 R3

都道府県名 愛知県 東海市 都市拠点周辺地区

計画期間 交付期間 3

◎東海市の玄関口にふさわしい持続可能なにぎわい創出に向けた都市拠点の形成
　　・駅前を中心とした、コンパクトな都市環境の形成
　　・健康で快適に暮らせる、人と環境にやさしい都市空間の形成
　　・持続可能なにぎわい創出に向けた景観に配慮したまちの形成

　東海市は、中部国際空港、新東名、新名神など知多半島の玄関口としてのみならず、中部圏・全国へのゲートウェイとして重要な役割を担う可能性を有している。また、名古屋市にも隣接し、公共交通機関によるアクセス及び職住近接型住宅地とし
ての立地条件も良いことから、土地区画整理事業による都市基盤整備が進められ、名古屋圏・知多半島を代表する都市として着実な歩みを重ねてきた。

　太田川駅周辺地区は、名鉄常滑線及び河和線の分岐点となる太田川駅を有しており、都市拠点としての役割を担ってきている。
　平成22年度からは、“人と環境にやさしいまちづくりとにぎわい創出に向けた中心市街地の形成”を目標に、社会資本整備総合交付金を活用した都市再生整備計画に基づく各種事業を進め、以下のような事業効果が現れている。
　・土地区画整理事業、道路、下水道等の一体的な事業実施により、土地区画整理事業地区内の事業進捗も最終段階となり、事業完了区域は居住者の増加が見られるようになった。
　・駅へのアクセス道路や、駅前駐車場・自転車等駐車場の整備が進み、駅を中心とした公共交通機能が飛躍的に向上した。
　・市民交流プラザ、観光物産プラザ、太田川駅前イベント広場等の整備により、駅を中心とした各種交流・市民サービス機能が向上した。
　・平成27年3月に株式会社まちづくり東海を都市再生推進法人として指定し、まちづくりの新たな担い手として期待が高まっている。
　・平成27年4月に大学が整備され、市民の新たな学びの場として交流が始まっている。
　・住民との協働によるまちづくり活動においては、駅前イベント開催・PR活動により、市民のまつり・イベント等への参加者が増加している。
　・平成29年3月に、東海市立地適正化計画を公表しており、計画の中で都市機能の集積を推進していく方向性を示している。

第3期計画の実施を踏まえた今後の課題は以下のとおりである。
１．中心市街地における未整備箇所の整備
　・駅を中心とした利便性のさらなる向上のため、中心市街地における未整備箇所の整備が必要である。
２．大田川と周辺公園・緑地等のネットワーク充実
　・健康で快適に暮らせる生活環境の充実のため、花・水・緑の基幹軸を構成する大田川と周辺の公園・緑地等のネットワーク充実が必要である。
３．景観に配慮したまちの形成
　・持続可能なにぎわい創出に向け、景観に配慮したまちの形成が必要である。

 本市の都市計画マスタープラン（平成26年3月改定）において、『活力を生み、持続的な発展を支える都市づくり』を都市づくりの目標の1つとし、太田川駅周辺において、土地区画整理事業等による都市基盤整備を引き続き継続するとともに、市街地
再開発事業等により商業機能や居住機能をはじめ様々な都市機能の集積・複合化を進めるなど、本市の顔となる都市拠点（にぎわい拠点）の形成を目指すことを位置づけている。また、『市民の健康で元気な暮らしを支える都市づくり』を都市づくりの
目標の1つとし、地区内を流れる大田川、渡内川等を軸とした「エコプロムナード（花・水・緑の基幹軸）」の形成と、これと連携して周辺の公園、緑地、公共施設や拠点間等をつなぐ歩行者・自転車ネットワークの形成を図ることにより、いきいき元気推進
の都市づくりを目指すことを位置づけている。さらに、本地区を含む大田地域の将来目標を、『広域から多くの人が訪れ、多くの人が住み、働くことで本市の玄関口にふさわしいにぎわいと魅力を感じられるまち』とし、太田川駅周辺での都市拠点形成
や新たな広域交流拠点づくり等を位置づけている。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

地区内の人口密度 地区内の人口密度
コンパクトな都市環境の形成によりさらなる利便性の向上の度合
いを地区内の人口密度で評価する。

55.4 62.9

健康寿命 計画区域を含む町字の健康寿命 健康で快適に暮らせる度合いを健康寿命で評価する。
男性：79.45歳
女性：82.69歳

男性：80.65歳
女性：84.25歳

イベント開催回数 どんでん広場・大屋根広場のイベント開催回数
にぎわい創出のための各種施策効果の度合いを、どんでん広場・
大屋根広場でのイベント開催回数で評価する。

117回 80回



整備方針等 様式（１）-③

計画区域の整備方針

その他

方針に合致する主要な事業
【駅前を中心とした、コンパクトな都市環境の充実】
・都市計画道路、都市公園等の未整備箇所の整備を進め、都市基盤の充実を図る。

【基幹事業】

【関連事業】
・東海太田川駅周辺土地区画整理事業
・的場公園
・文化センター関連整備事業
・社会資本整備総合交付金事業効果分析
・公園（御洲浜公園）

【協定制度】
・広場及び道路（歩道）の高質管理

【健康で快適に暮らせる、人と環境にやさしい都市空間の充実】
・大田川沿いのプロムナード、公園整備等により、市民が健康を享受できる潤いのある都市空間の充実を図る。

【基幹事業】

【関連事業】
・的場公園
・エコプロムナード整備事業
・社会資本整備総合交付金事業効果分析
・公園（御洲浜公園）
・高質空間形成施設（電線類地中化事業）

【持続可能なにぎわい創出に向けた景観に配慮したまちの形成】
・公園整備、電線類地中化事業により、景観に配慮したまちを形成し、にぎわい創出を図る。

【基幹事業】

【関連事業】
・東海太田川駅周辺土地区画整理事業
・的場公園
・社会資本整備総合交付金事業効果分析
・公園（御洲浜公園）
・高質空間形成施設（電線類地中化事業）

【協定制度等】
・オープンカフェ（食事施設）の設置・管理

【協定制度】
・広場及び道路（歩道）の高質管理

【中心市街地活性化施策等との連携】
・「東海市中心市街地活性化基本計画」に基づく取組との連携により、魅力ある都市拠点の形成と中心市街地の賑わい創出を図る。

【交付期間中の計画の管理】
・交付期間中は、所管部署で組織する庁内検討会議を定期的に開催し、事業の進捗状況の確認や、各種問題点の把握及び対応策、事業内容の見直しの必要性等について議論する。
・事業の進捗状況については、「太田川駅周辺地区まちづくりニュース」や本市のホームページの活用等により、地区住民及び市民へ公表する。

【事業終了後の継続的なまちづくり活動】
・事業完了後もまちの魅力を維持していくため、まちづくり団体と連携し、本事業で整備する公園等の清掃や花壇の手入れ等、まちの維持管理活動への住民参加を促していく。

【適切な目標や指標の管理】
 ・1期～3期計画の事業進捗を踏まえ、太田川駅周辺地区のまちづくりをトータル的に評価するための目標や指標の設定を行い管理する。



目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項（都市再生整備計画事業） 様式（１）-④-２

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象 費用便益比
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費 Ｂ／Ｃ

道路

道路

道路

道路

公園

古都保存・緑地保全等事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設

高質空間形成施設

高次都市施設地域交流センター

観光交流センター

まちおこしセンター

子育て世代活動支援センター

複合交通センター

既存建造物活用事業

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

バリアフリー環境整備事業

優良建築物等整備事業

  住宅市街地総合整備事業

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 0.0 0.0 0 0 0 …A

提案事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

合計 0 0 0 0 0 …B

合計(A+B) 0.0
（参考）都市構造再編集中支援事業関連事業

直轄 補助 地方単独 民間単独 開始年度 終了年度

合計

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間単独 開始年度 終了年度

東海市 国土交通省 64.3ha ○ H4 R6 43,630

東海市 直 ○ R8 R9 130

東海市 直 ○ H30 R8

東海市 直 ○ R2 R3 23

（株）まちづくり東海直 ○ H30 R3

東海市 国土交通省 ○ R1 R3 16

東海市 直 0.4ha 〇 R4 R6 132

東海市 直 460ｍ 〇 R5 R7 237

合計 44,168

0

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間

交付対象事業費 0.0 交付限度額 0 国費率

交付期間内事業期間
細項目

規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目
事業 事業箇所名

地域創造
支援事業

事業主体 直／間

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模

事業活用調
査

まちづくり活
動推進事業

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模

（いずれかに○） 事業期間
全体事業費

エコプロムナード整備事業 渡内川左岸4号線他

文化センター関連整備事業 東海市立文化センター

（株）まちづくり東海によるイベント等 －

（いずれかに○） 事業期間
全体事業費

東海太田川駅周辺土地区画整理事業 東海太田川駅周辺地区

的場公園 的場公園

社会資本整備総合交付金事業効果分析 －

御洲浜公園 －

電線類地中化事業 －



協定制度等の取組

道路占用許可
特例（都市再
生特別措置法
46条10項）

都市再生整備
歩行者経路協
定（都市再生
特別措置法46
条12項）

都市利便増進
協定（都市再
生特別措置法
46条13項）

河川敷地占用
許可（河川敷
地占用許可準
則22）

1
●オープンカフェ（食事施設）の設置・管理
　オープンカフェを開催できるスペースを設置して、適切に
維持管理することにより、まちのにぎわいを創出する。

食事施設により滞留空間を形成し、まちのに
ぎわいを創出する。

H30～R3 株式会社まちづくり東海 ○ ○

2

●広場及び道路（歩道）の高質管理
　駅前の歩行者が利用する広場及び歩道を高質に維持
管理することにより、東海市の玄関口としてふさわしいに
ぎわいを創出する。

まちの良質な景観を維持するとともにまちの
にぎわいを創出する。

H30～R3 株式会社まちづくり東海 ○

3

4

5

6

7

8

官民連携によるエリアマネジメント方針等

事
業
番
号

事業 事業の目的/事業によって解決される課題 事業期間 事業主体（占用主体）

活用する制度



制度別詳細１（道路占用に関する事項）都市再生特別措置法46条10項

占用の場所 道路交通環境の維持及び向上を図るための措置

1
●オープンカフェ（食事施設）の設置・管理
　＜該当施設：食事施設＞
　テーブル、イス、日よけパラソル

路線名：太田川駅東歩道
歩道部

・食事施設及び周辺（施設を設置しない歩道部を含む）の清掃、美化活動を実施する。
・ゴミ等が落とされた場合にはこまめに清掃する。
・施設周辺に放置自転車があった場合、その整序等を実施する。
・施設周辺に違法駐輪が増えないよう、利用者へのマナーの周知を図る。

2
●オープンカフェ（食事施設）の設置・管理
　＜該当施設：食事施設＞
　テーブル、イス、日よけパラソル

路線名：特殊道路（６ｍ歩道）

・食事施設及び周辺（施設を設置しない歩道部を含む）の清掃、美化活動を実施する。
・ゴミ等が落とされた場合にはこまめに清掃する。
・施設周辺に放置自転車があった場合、その整序等を実施する。
・施設周辺に違法駐輪が増えないよう、利用者へのマナーの周知を図る。

3
●オープンカフェ（食事施設）の設置・管理
　＜該当施設：食事施設＞
　テーブル、イス、日よけパラソル

路線名：太田川駅西歩道
歩道部

・食事施設及び周辺（施設を設置しない歩道部を含む）の清掃、美化活動を実施する。
・ゴミ等が落とされた場合にはこまめに清掃する。
・施設周辺に放置自転車があった場合、その整序等を実施する。
・施設周辺に違法駐輪が増えないよう、利用者へのマナーの周知を図る。

4
●オープンカフェ（食事施設）の設置・管理
　＜該当施設：食事施設＞
　テーブル、イス、日よけパラソル

路線名：太田川駅前通線
駅西広場部

・食事施設及び周辺（施設を設置しない歩道部を含む）の清掃、美化活動を実施する。
・ゴミ等が落とされた場合にはこまめに清掃する。
・施設周辺に放置自転車があった場合、その整序等を実施する。
・施設周辺に違法駐輪が増えないよう、利用者へのマナーの周知を図る。

5

6

7

8

制度の活用計画

占用対象施設

道
路
占
用
許
可
特
例
対
象
施
設



制度別詳細１－１（道路占用に関する事項）

制度別詳細【道路占用許可基準の特例】
制度を活用して整備・設置する施設等の配置を示す地図及び設置イメージ
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駐輪場
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N

道路占用許可の特例を活用し、にぎ

わいのあるまちづくりを行う予定の

導入施設（オープンカフェ）のイメージ

太
田
川
駅



制度別詳細１－１（道路占用に関する事項）

制度別詳細【道路占用許可基準の特例】
制度を活用して整備・設置する施設等の配置を示す地図及び設置イメージ

導入施設（オープンカフェ）のイメージ

当該区域で設置を予定している都市利便増進施設

１．食事施設（オープンカフェ）；茶色破線囲み

２．広場及び道路（歩道）；緑色着色

大屋根広

道路占用許可の特例を活用し、にぎわ

いのあるまちづくりを行う予定の区域



制度別詳細２（利便増進協定に関する事項）都市再生特別措置法46条13項

事業期間 取り組み主体 活用する制度の詳細

1 食事施設（オープンカフェ）の設置、管理運営 H30～R3 株式会社まちづくり東海

2 広場及び道路（歩道）の表面管理 H30～R3 株式会社まちづくり東海

3

4

5

6

7

8

制度の活用
事業内容

１．協定締結
　東海市及び株式会社まちづくり東海（都市再生整備推進法人）、隣接地の地権者

２．都市利便増進施設の一体的な整備又は管理が必要と認められる区域（都市利便増進協定
を想定している区域）
次ページの緑の着色範囲

３．協定の内容
（１）協定の目的となる都市利便増進施設
・オープンカフェ
・太田川駅東歩道
・太田川駅西歩道

（２）費用負担
・株式会社まちづくり東海が実施する。

（３）都市利便増進施設の整備・管理の方法
・株式会社まちづくり東海は、施設の収益事業を実施する民間事業者とともに上記の協定区域
内について、以下を実施する（再委託等による実施も可とする）。
　○都市利便増進施設及び周辺（施設を設置しない歩道部を含む）の清掃、美化活動の実施
　○施設周辺における、放置自転車の整序の実施
　○施設周辺に違法駐輪が増えないよう、利用者へのマナーの周知
　○違法広告物の撤去の実施、良好な景観の保全
・上記の管理に要する費用は、株式会社まちづくり東海がオープンカフェ、を実施し得た収益の
一部を充当する。



制度別詳細２－１（利便増進協定に関する事項）

制度別詳細【都市利便増進協定】
制度を活用して整備・設置する施設等の配置を示す地図及び設置イメージ
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都市利便増進施設の一体的な整備・管理が必要と認められる区域

当該区域で設置を予定している都市利便増進施設

１．食事施設（オープンカフェ）；茶色破線囲み

２．広場及び道路（歩道）；緑色着色

導入施設（オープンカフェ）のイメージ
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制度別詳細２－１（利便増進協定に関する事項）

制度別詳細【都市利便増進協定】
制度を活用して整備・設置する施設等の配置を示す地図及び設置イメージ

導入施設（オープンカフェ）のイメージ

当該区域で設置を予定している都市利便増進施設

１．食事施設（オープンカフェ）；茶色破線囲み

２．広場及び道路（歩道）；緑色着色

大屋根広場

都市利便増進施設の一体的な整備・管理が必要と認められる区域



55.4人/ha （H29年度） → 62.9人/ha （R3年度）

男性：79.45歳
女性：82.69歳

（H27年度） →
男性：80.65歳
女性：84.25歳

（R3年度）

117回 （H28年度） → 80回 （R3年度）

目標

《東海市の玄関口にふさわしいにぎわいと魅力を感じられる都市拠点の形
成》
　　「駅前を中心とした、コンパクトな都市環境の充実」
　　「健康で快適に暮らせる、人と環境にやさしい都市空間の充実」
　　「持続可能なにぎわい創出に向けた学び・交流の場の充実」

代表的
な指標

地区内の人口密度

健康寿命

イベント開催回数

エコプロムナード

サブネットワーク

都市機能誘導区域

都市拠点周辺地区
A=76.5ha

太田川駅

〇関連事業：公園
御洲浜公園

○関連事業
文化センター関連整備事業

○関連事業
東海太田川駅周辺土地区画整理事業

○関連事業
エコプロムナード整備事業

○関連事業
エコプロムナード整備事業

〇関連事業：高質空間形成施設
電線類地中化事業

○関連事業
・社会資本総合交付
金効果分析事業
・（株）まちづくり東海
によるイベント等

基幹事業

提案事業

関連事業

凡 例

居住誘導区域

○関連事業
的場公園


